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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
解
散
認
可
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

（
五
件
）
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…（
同
）…
二

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
二

公

告

○
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
（
三
件
）
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
二
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
西
新
宿
五
丁
目
北
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
解
散
を

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
橋
一
丁
目
１
・
２
番
地
区
市
街
地

再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
本
橋
一
丁
目
１
・
２
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二
番
一
号

令
和
六
年
十
月
十
八
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
京
橋
三
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

京
橋
三
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
京
橋
三
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
十
八
号

令
和
六
年
四
月
十
一
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ｂ
地
区
市

街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ｂ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区
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中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
七
番
十
七
号

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
山
町
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
周
辺
地
区
市

街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

大
山
町
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
周
辺
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
大
山
町
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

板
橋
区
大
山
町
三
十
一
番
十
号

令
和
元
年
六
月
七
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
八
年
六
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
三
田
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

三
田
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

港
区
三
田
五
丁
目
及
び
白
金
一
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
三
田
五
丁
目
十
四
番
十
八
号

令
和
七
年
七
月
十
一
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

文
京
区
小
石
川
二
丁
目
一
番
二
号

ユ
ニ
オ
ン
小
石
川
第
一
ビ

ル
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
町
田
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二

変
更
の
区
間

町
田
市
木
曽
東
三
丁
目
千
四
十
七
番
一
地
内
か

ら
同
所
千
六
十
一
番
四
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
１２月

２４日東
京
消
防
庁

品
川
消
防
署
長

菅
野

晃
一

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地

品
川
区
西
品
川
三
丁
目
７
番
１
号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

近
藤
所
有
建
物

３
命
令
を
受
け
た
者

近
藤

武

４
命
令
事
項

令
和
７
年
１２月

３１日
ま
で
に
、
２
の

防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報
知
設
備

を
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
７
年
９
月
２５日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
１２月

２４日東
京
消
防
庁

品
川
消
防
署
長

菅
野

晃
一

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地

品
川
区
南
品
川
四
丁
目
１
番
９
号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

マ
グ
ノ
リ
ア
ハ
ウ
ス
品
川

３
命
令
を
受
け
た
者

株
式
会
社
Ritterorden

代
表
取
締
役
柳
瀨
浩
司

代
表
取
締
役
柳
瀨
恵
美

４
命
令
事
項

⑴
令
和
８
年
１
月
３１日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
の
消
火
器
を
技

術
上
の
基
準
に
従
っ
て
改
修
す
る

こ
と
。

⑵
令
和
８
年
５
月
３１日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
屋
内
消
火
栓

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑶
令
和
８
年
５
月
３１日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報

知
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑷
令
和
８
年
５
月
３１日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
の
地
下
１
階
屋

内
階
段
に
通
ず
る
避
難
口
に
避
難

口
誘
導
灯
を
技
術
上
の
基
準
に
従

っ
て
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
７
年
１１月

２０日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
１２月

２４日

東
京
消
防
庁

田
園
調
布
消
防
署
長

江
口

真

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地
大
田
区
北
千
束
二
丁
目
２３番

３
号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

高
野
ビ
ル

３
命
令
を
受
け
た
者

高
野

由
起
子

４
命
令
事
項

令
和
７
年
６
月
２０日

午
後
３
時
３０分

ま
で
に
、
２
の
防
火
対
象
物
の
屋
内

階
段
１
階
か
ら
５
階
ま
で
及
び
塔
屋

に
存
置
さ
れ
た
ダ
ン
ボ
ー
ル
９８個

、
ス
チ
ー
ル
ラ
ッ
ク
７
台
、
衣
類
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